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平成３１年第１回蕨戸田衛生センター組合議会定例会 

 

会  期  日  程 

 

自 平成３１年２月１８日 

至 平成３１年２月２２日 
５日間 

日程 月 日 曜日 開議時刻 会 議 名 議  事  内  容 

１ ２月18日 月 午後1時30分 本 会 議 ○開  会 

○開  議 

○仮議席の指定 

○議長選挙 

○議席の指定 

○議会運営委員会委員の選任につ 

 いて 

○継続審査に対する委員長報告 

○会議録署名議員の指名 

○会期の決定 

○常任委員会委員の選任について 

○管理者報告 

○管理者提出議案の一括上程 

○説明、質疑、委員会付託、討論、 

 採決 

○管理者提出議案の説明 

○管理者提出議案に対する質疑 

○管理者提出議案の委員会付託 

   本会議散会後 委 員 会 ○付託事件の審査 

２ ２月19日 火  休 会 午前10時一般質問通告受付締切 

３ ２月20日 水  休 会  

４ ２月21日 木  休 会  



５ ２月22日 金 午後1時30分 本 会 議 ○開  議 

○一般質問 

○付託事件に対する委員長報告 

○委員長報告に対する質疑 

○討論、採決 

○閉会中の継続審査事項の委員会 

 付託 

○閉  会 
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蕨戸田組告示第１号 

平成３１年２月８日 

 

 平成３１年２月１８日、平成３１年第１回蕨戸田衛生センター組合議会（定例

会）を蕨戸田衛生センター組合議場に招集する。 

 

 

 

蕨戸田衛生センター組合 

管理者 賴 髙 英 雄 
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応招、不応招議員 

◇応招議員    ２０名 

      １番 みやした奈 美 議員     ２番 大 石 圭 子 議員 

      ３番 前 川 やすえ 議員     ４番 小 林 利 規 議員 

      ５番 高 橋 悦 朗 議員     ６番 大 石 幸 一 議員 

      ７番 山  紀 子 議員     ８番 一 関 和 一 議員 

      ９番 池 上 智 康 議員    １０番 今 井 良 助 議員 

     １１番 竹 内 正 明 議員    １２番 斎 藤 直 子 議員 

     １３番 土 屋 英美子 議員    １４番 花 井 伸 子 議員 

     １５番 酒 井 郁 郎 議員    １６番 三 輪 なお子 議員 

     １７番 榎 本 守 明 議員    １８番 熊 木 照 明 議員 

     １９番 伊 東 秀 浩 議員    ２０番 高 橋 秀 樹 議員 

 

◇不応招議員 なし 



 

 

 

 

 

平 成 ３ １ 年 第 １ 回 

 

 

 

 

蕨戸田衛生センタ ー組合議会（定例 会） 

 

 

 

 

２ 月 １ ８ 日 （ 月 ） 
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平成３１年第１回蕨戸田衛生センター組合議会定例会 第１日 

 

平成３１年２月１８日（月） 

議事日程 

 １．開  会 

 ２．開  議 

 ３．仮議席の指定 

 ４．議長選挙 

 ５．議席の指定 

 ６．議会運営委員会委員の選任について 

 ７．継続審査に対する委員長報告 

  ⑴ 議会運営委員会委員長 

 ８．会議録署名議員の指名 

 ９．会期の決定 

 10．常任委員会委員の選任について 

 11．管理者報告 

 12．管理者提出議案の一括上程 

  ⑴ 議案第１号 蕨戸田衛生センター組合監査委員の選任の同意について 

  ⑵ 議案第２号 蕨戸田衛生センター組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す 

          る条例の一部を改正する条例 

  ⑶ 議案第３号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  ⑷ 議案第４号 平成３０年度蕨戸田衛生センター組合会計補正予算（第１号） 

  ⑸ 議案第５号 平成３１年度蕨戸田衛生センター組合会計予算 

 13．管理者提出議案第１号の説明、質疑、委員会付託、討論、採決 

 14．管理者提出議案第２号から議案第５号の説明 

 15．管理者提出議案第２号から議案第５号に対する質疑 

 16．管理者提出議案第２号から議案第５号の委員会付託 

 17．散  会 
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平成３１年２月１８日（月） 

◇出席議員 （２０名） 

   １番 みやした奈 美 議員     ２番 大 石 圭 子 議員 

   ３番 前 川 やすえ 議員     ４番 小 林 利 規 議員 

   ５番 高 橋 悦 朗 議員     ６番 大 石 幸 一 議員 

   ７番 山  紀 子 議員     ８番 一 関 和 一 議員 

   ９番 池 上 智 康 議員    １０番 今 井 良 助 議員 

  １１番 竹 内 正 明 議員    １２番 斎 藤 直 子 議員 

  １３番 土 屋 英美子 議員    １４番 花 井 伸 子 議員 

  １５番 酒 井 郁 郎 議員    １６番 三 輪 なお子 議員 

  １７番 榎 本 守 明 議員    １８番 熊 木 照 明 議員 

  １９番 伊 東 秀 浩 議員    ２０番 高 橋 秀 樹 議員 

 

◇欠席議員 （な し） 

 

◇職務のため出席した者 

石塚 千明 書 記 飯田 知和 書 記 代 理 

 

◇説明のため出席した者 

賴髙 英雄 管 理 者 伊藤 浩一 嘱 託 

菅原 文仁 副 管 理 者 奥田 好是 嘱 託 

須崎 充代 会計管理者 田谷 信行 嘱 託 

増山冨美男 事 務 局 長 榎戸  晃 嘱 託 

角田 慎一 次 長 相馬 一富 嘱 託 

木村 和正 総 務 課 長 小柴 正樹 嘱 託 

斎川 弘之 業 務 課 長 今井 教雄 嘱 託 

河野 淳夫 施 設 課 長 栗原  誠 嘱 託 

  清水  明 嘱 託 

  重松 浩之 嘱 託 
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平成３１年第１回蕨戸田衛生センター組合議

会定例会会議録第１号 

 

平成３１年２月１８日（月曜日） 

午後 １時３１分開会 

 

◎開会と開議の宣告 

○大石幸一副議長 ただいまより、平成３１

年第１回蕨戸田衛生センター組合議会定例

会を開会いたします。 

  戸田市議会選出議員の改選に伴い、現在、

議長が欠員となっておりますので、副議長

の私が代行いたします。 

  直ちに、本日の会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎仮議席の指定 

○大石幸一副議長 これより、仮議席を指定

いたします。 

  仮議席は、ただいま着席の議席を指定い

たします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議長選挙 

○大石幸一副議長 次に、蕨戸田衛生センタ

ー組合議会議長選挙を議題といたします。 

  現在、議長が改選に伴い欠員となってお

ります。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法については、地方自治法第

１１８条第２項の規定により、指名推選に

いたしたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○大石幸一副議長 ご異議なしと認め、選挙

の方法については指名推選といたします。 

  お諮りいたします。 

  副議長において指名したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○大石幸一副議長 ご異議なしと認め、副議

長において指名いたします。 

  蕨戸田衛生センター組合議会議長に酒井

郁郎議員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名いたしました酒井郁郎議員

を蕨戸田衛生センター組合議会議長選挙の

当選人と定めることにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○大石幸一副議長 ご異議なしと認め、酒井

郁郎議員が蕨戸田衛生センター組合議会議

長に当選されました。 

  ただいま議長に当選されました酒井郁郎

議員が議場におられますので、会議規則第

３２条第２項の規定により、本席より告知

いたします。 

  新たに議長になられました酒井郁郎議員

にご挨拶をお願いいたします。 

〔１５番 酒井郁郎議員 登壇〕 

○１５番 酒井郁郎議員 皆様におかれまし

ては、ただいま蕨戸田衛生センター組合議

会議長にご承認をいただき、まことにあり

がとうございます。 

  円滑なる議会運営と活発な議論の醸成に

努めてまいりたいと思いますので、どうか

皆様のご協力をお願い申し上げます。 

  簡単ではありますが、挨拶とさせていた

だきます。 

○大石幸一副議長 以上で、新議長のご挨拶

を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○大石幸一副議長 ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 

午後 １時３５分休憩 

午後 １時３６分再開 
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◎再開の宣告 

○酒井郁郎議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議席の指定 

○酒井郁郎議長 これより議席の指定を行い

ます。 

  戸田市議会選出議員の改選に伴い、新た

に組合議員となられました議員の議席につ

きましては、会議規則第４条第１項の規定

により、議長において指定いたします。 

  １１番 竹 内 正 明 議員 

  １２番 斎 藤 直 子 議員 

  １３番 土 屋 英美子 議員 

  １４番 花 井 伸 子 議員 

  １５番 酒 井 郁 郎 

  １６番 三 輪 なお子 議員 

  １７番 榎 本 守 明 議員 

  １８番 熊 木 照 明 議員 

  １９番 伊 東 秀 浩 議員 

  ２０番 高 橋 秀 樹 議員 

  以上のとおり議席を指定いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会運営委員会委員の選任につい

て 

○酒井郁郎議長 次に、議会運営委員会委員

の選任についてを議題といたします。 

  戸田市議会選出議員の改選に伴い、議会

運営委員会委員３名が欠員となっておりま

す。 

  お諮りいたします。 

  議会運営委員会委員の選任については、

委員会条例第８条第１項の規定により、 

  １１番 竹 内 正 明 議員 

  １２番 斎 藤 直 子 議員 

  １７番 榎 本 守 明 議員 

  以上のとおり指名いたしたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認め、ただい

ま指名いたしました以上の議員を選任いた

します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○酒井郁郎議長 ここで、暫時休憩いたしま

す。 

 

午後 １時３８分休憩 

午後 １時４３分再開 

 

◎再開の宣告 

○酒井郁郎議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会運営委員会副委員長の互選結

果の報告 

○酒井郁郎議長 ここで、議会運営委員会の

副委員長互選の結果についてご報告申し上

げます。 

  議会運営委員会副委員長に、 

  １１番 竹 内 正 明 議員 

 が互選されましたので、ご報告申し上げま

す。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会運営委員会委員長報告 

○酒井郁郎議長 次に、議会運営委員会委員

長の報告を求めます。 

  議会運営委員会委員長 １０番 今井良

助議員。 

〔１０番 今井良助議員 登壇〕 

○１０番 今井良助議員 こんにちは。 

  平成３１年第１回蕨戸田衛生センター組

合定例会に係る議会運営員会を、ただいま

開催いたしました。その決定事項について

ご報告申し上げます。 
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  お手元に会期日程案及び議事日程をお配

りしておりますので、ご参照願います。 

  最初に、会期日程でありますが、蕨市、

戸田市の日程並びに提出議案等を勘案し、

本日２月１８日から２月２２日までの５日

間といたします。 

  一般質問の発言通告は、２月１９日午前

１０時までといたします。質疑の発言通告

は提案説明後、本会議再開時までといたし

ます。 

  次に、議事日程でありますが、審議の結

果、お配りいたしましたとおりであります

が、議案第１号につきましては人事案件で

ありますので、委員会付託を省略し、先議

する。 

  以上のとおり決定いたしました。 

  以上で、議会運営委員会の報告とさせて

いただきます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎会議録署名議員の指名 

○酒井郁郎議長 次に、会議録署名議員の指

名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第８１条の

規定により、 

  １０番  今 井 良 助 議員 

  ２０番  高 橋 秀 樹 議員 

 を指名いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎会期の決定 

○酒井郁郎議長 次に、会期決定の件を議題

といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、ただいまの議会運営

委員会委員長の報告のとおり、本日２月

１８日から２月２２日までの５日間といた

したいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は、本日から２

月２２日までの５日間と決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎常任委員会委員の選任について 

○酒井郁郎議長 次に、常任委員会委員の選

任についてを議題といたします。 

  戸田市議会選出議員の改選に伴い、常任

委員会委員が欠員となっております。 

  お諮りいたします。 

  常任委員会委員の選任については、委員

会条例第８条第１項の規定により、 

  総務常任委員会委員に、 

  １１番 竹 内 正 明 議員 

  １３番 土 屋 英美子 議員 

  １５番 酒 井 郁 郎 

  １７番 榎 本 守 明 議員 

  １９番 伊 東 秀 浩 議員 

  業務常任委員会委員に、 

  １２番 斎 藤 直 子 議員 

  １４番 花 井 伸 子 議員 

  １６番 三 輪 なお子 議員 

  １８番 熊 木 照 明 議員 

  ２０番 高 橋 秀 樹 議員 

  以上のとおり指名いたしたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認め、ただい

ま指名いたしました以上の議員を選任いた

します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○酒井郁郎議長 ここで、暫時休憩いたしま

す。 

 

午後 １時４８分休憩 

午後 １時５７分再開 

 



－8－ 

◎再開の宣告 

○酒井郁郎議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎各常任委員会正副委員長互選結果

の報告 

○酒井郁郎議長 ここで、総務、業務両常任

委員会の正副委員長の互選の結果について、

ご報告申し上げます。 

  総務常任委員会委員長に、 

  １１番 竹 内 正 明 議員 

  業務常任委員会副委員長に、 

  １６番 三 輪 なお子 議員 

  以上のとおり、ご報告申し上げます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者報告 

○酒井郁郎議長 次に、管理者の報告を求め

ます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 皆さん、こんにちは。 

  本日ここに、平成３１年第１回蕨戸田衛

生センター組合議会定例会を招集申し上げ

ましたところ、議員各位におかれましては

公私とも大変お忙しい中ご参集をいただき、

厚く御礼を申し上げます。 

  また、先般の戸田市議会において役職改

選が行われましたが、その中で新たに本組

合議員に選出されました議員の皆様には、

改めて今後のご指導とご協力を心からお願

い申し上げる次第であります。 

  さて、今定例会でご審議いただく案件は、

人事案１件、条例案２件、予算案２件の計

５件であります。慎重なるご審議をいただ

き、ご議決をくださいますようお願い申し

上げます。 

  それでは、前定例会後の主なる事項と新

年度における業務等につきましてご報告を

申し上げ、ご理解をいただきたく存じます。 

  まず、循環型社会形成推進地域計画の一

部変更について申し上げます。 

  この計画は、施設の延命化対策として行

う基幹的設備改良工事の費用について、国

からの交付金を活用するために平成２８年

度に策定したものであります。 

  計画の中で、ごみ焼却施設の一部として、

平成３１年度に工事を行う予定である粗大

ごみ処理施設については、これまで交付金

の対象外でありましたが、今年度から交付

対象になったことから、単独事業として分

離するとともに、平成３１年１０月に消費

税等の引き上げが予定されていることから、

事業金額についても見直しを行い、埼玉県

に提出いたしました。 

  地域計画変更後の工事費全体の金額は、

４８億８，４４４万円となり、変更前より

１億２，２０７万９，０００円の増額となり

ましたが、国からの交付金が１億７，１５９

万２，０００円の増額となったことにより、

起債分が１，１９０万円、一般財源分が

３，７６１万３，０００円の減額となって

おります。 

  なお、工事のスケジュールでありますが、

ごみ焼却施設は平成３１年度からの４カ年

継続事業とし、１年目は電気計装設備など

の共通設備工事、２年目は３炉ある焼却炉

のうち２炉の工事、３年目は残った１炉の

工事、４年目は、その他の共通設備の工事

を施工する予定としております。 

  また、粗大ごみ処理施設は平成３１年度

の単年度事業、し尿処理施設は平成３１年

度からの２カ年継続事業とし、各設備の更

新工事を行う予定としております。 

  次に、今年度策定をしておりました、こ

れらの施設の延命化対策を行う基幹的設備

改良工事の基本設計及び発注仕様書につい
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て申し上げます。 

  これは、施設長寿命化総合計画を基に基

本設計を行い、見積仕様書を作成し、これ

に基づきプラントメーカーに見積設計書の

提出を依頼し、その内容の精査及び事前に

行った生活環境影響調査の結果を踏まえ、

設備ごとの技術評価を行い、工事の発注仕

様書を作成したものであります。 

  発注仕様書では、施設での安全かつ安定

した処理を実施しつつ、施設の延命化を図

るとともに、国からの交付金の交付要件と

なっている地球温暖化防止対策に貢献する

ため、省エネや二酸化炭素排出量の削減を

図ることを目的とし、各設備工事の仕様を

定めております。平成３１年度より、この

発注仕様書により延命化対策を目的とした

基幹的設備改良工事を施工してまいります。 

  次に、発電設備の故障について申し上げ

ます。 

  昨年の１２月１５日に停電が発生し、施

設が全停止いたしました。直ちに電気設備

を点検したところ、異常が認められなかっ

たため、ごみ焼却施設の運転を開始し、引

き続き発電設備の運転に入ったとき、異常

が発生いたしました。発電設備の確認をし

たところ、電力を規定の電圧まで下げる変

圧器が焼損しておりました。 

  このため、その後の点検で発電設備以外

には異常が認められないことが確認できた

ことから、発電設備を運転せず、必要な電

力を全て購入し、ごみ焼却施設等の運転を

行うことといたしました。 

  発電設備を運転している場合、通常、月

に基本料金など３３０万円ほどの電気料金

が必要となりますが、発電設備が運転でき

ない場合には月に２，２００万円ほどの電

気料金となります。 

  この変圧器は特殊なものであり、通常で

は部品調達に長期間かかるとのことであり

ました。 

  そこで、できるだけ早く復旧するため、

メーカーに協力を依頼するとともに、変圧

器の焼損による発電機周辺機器への影響な

どの調査を迅速に行い、復旧作業を進めて

きたところ、当初の予定より早い２月１日

に発電設備の運転を開始することができま

した。その後、現在まで順調に運転するこ

とができております。 

  なお、今回の故障の原因につきましては、

引き続き調査を行っているところでありま

す。 

  次に、粗大ごみ処理施設の事故について

申し上げます。 

  組合では、粗大ごみ及び不燃ごみを細か

く破砕し、鉄類は回収し、その他のものは

焼却処理をしておりますが、本年１月２４

日、午後１時ごろ、その処理を行っている

施設において爆発がありました。原因は、

本来、不燃ごみには混入されない大量のス

プレー缶の破砕処理を行ったことにより、

爆発が起きたものと考えられます。 

  被害状況は、まず人的被害は委託従業員

１名が顔に軽いやけどを負いました。また、

施設の被害は大型の自動扉と鉄製扉などの

破損、その他の被害として粗大ごみ収集車

両１台のフロントガラスに傷が入りました。 

  事故後、設備本体の破砕機の点検を行っ

たところ、運転に問題ないことが確認でき

ましたので、施設の運転に必要な安全対策

を行い、２日後より処理を行っております。 

  今後、このような事故を起こさないため、

蕨市及び戸田市と連携をとり、防止対策に

取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、ＩＳＯ１４００１の定期審査につ

いて申し上げます。 

  これは、組合の業務が環境にどのような
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影響を与えているかをみずから評価し、積

極的に環境保全、改善を推進するための取

り組みとして認証取得しております、環境

マネジメントシステムの外部機関による審

査となります。 

  審査は、専門機関の一般財団法人日本品

質保証機構により、去る１月３０日からの

３日間で行いました。審査の結果は、特に

指摘事項はなく、ＩＳＯ１４００１への取

り組みは環境に十分配慮し、適正に管理さ

れているとのことでありました。 

  次に、回収されました主な資源売り払い

の本年度４回目となります、１月から３月

分の入札結果について申し上げます。 

  各品目の１キログラム当たりの単価は、

スチール缶３０円４１銭３厘、アルミ缶

１４７円６３銭６厘、ペットボトル４４円

９２銭８厘、破砕鉄２１円８１銭６厘、焼

却鉄５円９９銭４厘となりました。これは、

今年度３回目の価格と比較いたしますと、

アルミ缶、ペットボトルはほぼ同額であり

ましたが、スチール缶や破砕鉄などの鉄類

は１８．５％から４１．６％の値下がりと

なっております。 

  次に、各処分委託の状況について申し上

げます。 

  まず、ごみ焼却に伴い発生する焼却灰の

処理についてでありますが、ばいじんはセ

メントで固化を行い、埋立処分とし、焼却

炉の下から排出される不燃物については土

木資材として資源化を行っております。搬

出に当たりましては、関係自治体と締結し

ております公害防止協定の内容を遵守する

とともに、搬出側の責務も十分自覚し、安

全性に留意して行っております。 

  新年度は、平成３０年度に引き続き、埋

立処分については群馬県草津町及び山形県

米沢市の処分場に搬出、また資源化につい

ては埼玉県寄居町の彩の国資源循環工場と

栃木県日光市の事業者に搬出するとともに、

新たにこれまで埋立処分をしておりました

固化灰の一部を人工の砂にリサイクルし、

土木資材として使用する資源化を開始する

予定としております。 

  なお、新年度におけるごみ焼却施設の稼

働日数は３４６日と計画し、焼却処理量は

５万５，２８９トンを予定しております。 

  次に、廃乾電池、廃家電などの処理困難

物の処分委託について申し上げます。 

  まず、廃乾電池につきましては、電気炉

で鉄くずなどと溶融処理をされ、鉄分やマ

ンガンは工事に使用する資材として製品と

なり、その他のものについても資源として

リサイクルされております。今年度は２回

搬出を行っており、２３トン６４０キログ

ラムを処理いたしました。 

  次に、廃家電処分委託について申し上げ

ます。 

  この処分委託は、不法投棄された家電製

品を家電リサイクル法に準拠した処分方法

で処理を行うものであります。現在までに

２回搬出を行っており、テレビ、冷蔵庫な

ど３５１台を処理いたしました。 

  次に、廃消火器処分委託について申し上

げます。 

  この処分委託は、両市より収集されまし

た消火器を法律の基準に基づき処理する

ものであります。２回搬出を行っており、

１，３８５本を処理いたしました。 

  次に、廃スプリングマットレス処分委託

について申し上げます。 

  １月末までで１，４２６枚を処理いたし

ました。 

  なお、焼却灰及び処理困難物の処分につ

いては処分先に出向き、関連する法律の規

定に基づき適正に処理されていることを確
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認しております。 

  次に、再生家具の展示販売について申し

上げます。 

  この再生家具は、粗大ごみとして回収さ

れた家具類をリサイクルプラザ内にありま

す工房にて、シルバー人材センターの会員

が修理、手入れをしたものを、まず入札形

式での販売を行い、売れ残ったものについ

ては先着での販売を行うものであります。 

  本年度、３回目となります展示販売を先

週の２月１１日から１６日までの１週間を

入札の受付期間とし、実施いたしました。

今回の展示品の総数は２５０点となってお

ります。 

  また、入札での売れ残ったものの先着で

の販売を来月１１日から１５日まで行う予

定としております。 

  なお、３１年度においても３回の展示販

売を予定しております。 

  最後に、蛍の飼育状況について申し上げ

ます。 

  昨年の蛍観賞会は蛍の幼虫が少なく、卵

の採取を優先させるため中止といたしまし

たが、現在約４，０００匹の幼虫が順調に

育っております。予定では、５月にさなぎ

となり、１カ月後には羽化を迎えると思わ

れますので、このまま順調に飼育すること

ができましたら、６月に第４回目の観賞会

を開催したいと考えております。 

  以上、管理者報告といたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者提出議案の一括上程 

○酒井郁郎議長 これより、管理者提出議案

の上程に入ります。 

  今議会に提出された議案は５件でありま

す。 

  件名を書記が朗読いたします。 

〔書記朗読〕 

  議案第１号 蕨戸田衛生センター組合監 

        査委員の選任の同意につい 

        て 

  議案第２号 蕨戸田衛生センター組合議 

        会議員の議員報酬及び費用 

        弁償等に関する条例の一部 

        を改正する条例 

  議案第３号 職員の給与に関する条例の 

        一部を改正する条例 

  議案第４号 平成３０年度蕨戸田衛生セ 

        ンター組合会計補正予算 

        （第１号） 

  議案第５号 平成３１年度蕨戸田衛生セ 

        ンター組合会計予算 

○酒井郁郎議長 以上、朗読のとおりであり

ます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１号の説明、質疑、委員会

付託、討論、採決 

○酒井郁郎議長 これより、議案第１号「蕨

戸田衛生センター組合監査委員の選任の同

意について」を議題とし、先議いたします。 

  本案は、伊東秀浩議員の一身上に関する

事件でありますので、地方自治法第１１７

条の規定により、伊東秀浩議員の退席を求

めます。 

〔１９番 伊東秀浩議員 退席〕 

○酒井郁郎議長 提出者の説明を求めます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 ただいま上程になりまし

た議案について、提案理由をご説明申し上

げます。 

  議案第１号は、組合議会議員のうちから

選出する監査委員の選任の同意についてで

あります。 

  今回、戸田市議会選出議員の改選に伴い

まして、議会選出の監査委員が欠員となっ
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ておりますので、戸田市議会から推薦をい

ただきました伊東秀浩議員を監査委員とし

て選任するため、ご同意を求めるものであ

ります。 

  よろしくお願い申し上げます。 

○酒井郁郎議長 お諮りいたします。 

  本案は、質疑を終結し、委員会付託を省

略し、直ちに討論、採決に入りたいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認め、さよう

決定いたしました。 

  討論を終結し、採決に入りたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認め、討論を

終結し、採決いたします。 

  本案は同意することにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は同意することに決定いた

しました。 

  伊東秀浩議員の出席を求めます。 

〔１９番 伊東秀浩議員 出席〕 

○酒井郁郎議長 この際、同意を得ました伊

東秀浩議員にご挨拶をお願いいたします。 

〔１９番 伊東秀浩議員 登壇〕 

○１９番 伊東秀浩議員 皆様、こんにちは。

戸田の伊東秀浩でございます。 

  ただいまは、蕨戸田衛生センター組合監

査委員の選任にご同意をいただきまして、

まことにありがとうございます。 

  川島代表監査委員とともに、しっかりと

職責を全うしてまいりたいと思いますので、

どうぞよろしくお願い申し上げまして、ご

挨拶とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第２号から議案第５号の説明 

○酒井郁郎議長 次に、議案第２号「蕨戸田

衛生センター組合議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例」から、議案第５号「平成３１年度蕨

戸田衛生センター組合会計予算」までを一

括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 ただいまは監査委員の選

任にご同意をいただきまして、まことにあ

りがとうございました。 

  それでは、引き続きまして議案第２号か

ら議案第５号までの提案理由を申し上げま

す。 

  まず、議案第２号「蕨戸田衛生センター

組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例」につい

て申し上げます。 

  この条例は、組合議員の期末手当の年間

支給月数を４．３月から４．４月へと０．１

月分引き上げる改正を行うものであります。 

  改正の内容は、まず第１条関係は、６月

と１２月支給分をそれぞれ０．０５月分引

き上げ、６月分を１００分の２１２．５に、

１２月分を１００分の２２７．５とし、附

則において適用を平成３０年４月１日から

としております。 

  第２条関係は、平成３１年度以降の期末

手当の支給割合を６月と１２月支給分を均

等に分け、１００分の２２０とし、年間で

の支給月数を４．４月分とするものであり

ます。 

  次に、議案第３号「職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例」について申し

上げます。 
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  この条例は、平成３０年の人事院勧告を

受けての国家公務員の給与改定に準じ、蕨

市及び戸田市において職員の給与条例が改

正されましたので、当組合においてもこれ

に準拠し、所要の改正を行うものでありま

す。 

  なお、給与条例の改正は、給料は蕨市に、

手当は戸田市に準拠することとしておりま

すので、改正の内容はこれに基づいたもの

となっております。 

  それでは、改正の内容についてご説明い

たします。 

  まず、第１条関係では、平成３０年１２

月分の勤勉手当の支給割合の引き上げと給

料月額を改めるものであります。 

  勤勉手当は０．０５月分引き上げ、一般

職員は１００分の９５とし、再任用職員に

ついても０．０５月分引き上げ、１００分

の４７．５とするものであります。これに

より、期末手当と勤勉手当を合わせた年間

の支給月数は、一般職員は４．４月から

４．４５月となり、再任用職員は２．３月

から２．３５月となります。また、給料月

額については若年層の職員に重点を置き、

実質平均０．１９％、金額では４００円か

ら１，５００円引き上げるものであります。 

  次に、第２条関係の改正は、平成３１年

度以降の期末手当と勤勉手当を合わせた支

給割合を６月と１２月とも均等に支給する

ための規定であり、６月、１２月支給分と

もに期末手当を一般職員は１００分の１３０

に、再任用職員は１００分の７２．５に、

また勤勉手当を一般職員は１００分の９２．５

に、再任用職員は１００分の４５に、それ

ぞれ改めるものであります。 

  なお、附則において第１条関係の改正規

定は公布の日からの施行とし、適用を平成

３０年４月１日としております。 

  第２条関係の改正は、平成３１年４月１

日からの施行としております。 

  次に、議案第４号「平成３０年度蕨戸田

衛生センター組合会計補正予算（第１

号）」について申し上げます。 

  今回の補正予算では、歳入歳出それぞれ

に５，９８６万８，０００円を追加し、補正

後の予算額を１９億６，８２５万６，０００

円とするものであります。 

  まず、歳入については、第１款分担金及

び負担金は８４０万２，０００円の減額で

あります。これは、第２款使用料及び手数

料、第５款繰越金及び第６款諸収入が増額

となったことにより相殺され、減額となっ

たものであります。 

  一方、歳出につきましては、予算執行に

伴います過不足の調整をするものでありま

す。 

  次に、議案第５号「平成３１年度蕨戸田

衛生センター組合会計予算」について申し

上げます。 

  平成３１年度の予算編成に当たりまして

は、蕨、戸田両市の厳しい財政状況を認識

いたしまして、組合において予算編成方針

を作成し、前年度に引き続き今年度も極力

歳出を節減するよう、経常的経費など予算

全体の見直しに努め、計上しております。 

  平成３１年度予算を前年度予算と比較い

たしますと、まず歳入でありますが、第１

款分担金及び負担金の組合分担金について

は３，３５０万３，０００円の増額となり

ます。 

  なお、施設整備基金分担金については

４，０００万円としております。 

  次の第２款使用料及び手数料については、

事業系ごみを搬入実績により１６２．７ト

ンの増と見込み、金額で３０６万５，０００

円の増額であります。 
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  第３款国庫支出金は、基幹的設備改良工

事に対する国からの交付金で、対象額の２

分の１の金額を予算計上しております。 

  第４款財産収入は、施設整備基金の運用

収入であります。 

  第６款諸収入は８１９万２，０００円の

増額であります。これは、第１目回収資源

売払金において、アルミ缶やスチール缶な

どの価格が回復すると見込んでいることに

よります。 

  一方、歳出でありますが、まず第１款議

会費は１０万２，０００円の増額。 

  第２款総務費は２，４０４万４，０００

円の増額。 

  第３款衛生費につきましては、施設の延

命化のため基幹的設備改良工事を行うこと

から、長寿命化対策費が増額となり、衛生

費全体で１０億８，８４１万４，０００円

の増額であります。 

  第４款公債費は１件の償還が完了したこ

とにより、３，７１１万７，０００円の減

額。 

  第５款諸支出金につきましては、施設整

備基金の積み立てとして運用の利息分と両

市からの組合分担金の４，０００万円を計

上しております。 

  歳入歳出予算の総額は２９億２，３７０

万６，０００円となり、前年度と比較いた

しますと１０億１，５３１万８，０００円、

率にして５３．２％の増額となります。 

  以上、議案第４号と議案第５号につきま

しては概要をご説明申し上げましたが、事

務局より詳細説明をいたしますので、よろ

しくお聞き取りをお願い申し上げまして、

提案説明を終わらせていただきます。 

○酒井郁郎議長 続いて、詳細説明を求めま

す。 

  増山事務局長。 

〔増山冨美男事務局長 登壇〕 

○増山冨美男事務局長 皆様、こんにちは。 

  私からは、まず議案第４号「平成３０年

度蕨戸田衛生センター組合会計補正予算

（第１号）」について詳細説明を申し上げ

ます。 

  お手元の補正予算書の１ページをお開き

ください。 

  今回の補正予算は、歳入歳出それぞれに

５，９８６万８，０００円を追加し、総額

を１９億６，８２５万６，０００円とする

ものであります。 

  詳細につきましては、事項別明細書によ

り説明を申し上げますので、６ページ、７

ページをお開きください。 

  初めに、歳入の第１款分担金及び負担金、

１項分担金、１目組合分担金は、両市から

の組合分担金で８４０万２，０００円を減

額し、基金分を含め総額は１４億１，１２９

万６，０００円とするものであります。 

  蕨市は、４８６万６，０００円の減額で、

分担金の額は６億１，０５３万７，０００

円、分担率は４３．３％、戸田市は３５３

万６，０００円の減額で、分担金の額は８

億７５万９，０００円、分担率は５６．７％

であります。 

  次に、第２款使用料及び手数料は、事業

系ごみ及び浄化槽汚泥の処分手数料で、

２３６万円を増額しております。これは、

事業系ごみを実績と見込みにより数量で

１１８．２トンの増としたことによるもの

であります。 

  次に、第３款国庫支出金は６７８万

１，０００円の減額であります。これは、

施設の延命化対策工事を実施するにあたり、

周辺への生活環境影響調査、基本設計及び

発注仕様書策定業務の委託費用について、

国からの交付金が実際の契約金額に対する



－15－ 

ものになることから減額しております。 

  次に、第４款財産収入１０３万３，０００

円の増額は、施設整備基金の運用分であり

ます。これは、大口の定期貯金で運用した

ことにより、当初予定の利息より増額とな

りました。 

  次に、第５款繰越金は６，００９万

１，０００円を増額し、総額で６，６０９

万１，０００円としております。 

  次に、第６款諸収入、１項雑入、１目回

収資源売払金は１，４４５万２，０００円

の増額であります。これは、アルミ缶、ス

チール缶など金属類と雑紙の売り払い単価

が当初見込みより高値となったことによる

ものであります。 

  次に、２目電力売払収入は３２１万

４，０００円の減額となっております。こ

れは、現時点では復旧しておりますが、発

電設備の故障により昨年の１２月１５日か

ら発電ができない状況となっていたことに

よります。故障の原因は、電力を規定の電

圧に変換する変圧器が焼損したもので、こ

の変圧器が特殊なものであり、復旧までに

相当期間がかかることが予想されたことか

ら、減額といたしました。 

  次に、３目弁償金１５万１，０００円の

増額は、原子力発電所事故損害賠償金であ

り、福島原子力発電所の事故の影響による

焼却灰や煙突からの排ガスの放射線量測定

の委託費用に対する賠償金であります。 

  次に、４目雑入は１７万８，０００円の

増額であります。これは、説明欄の再商品

化合理化拠出金配分金の増額と組合ホーム

ページの有料広告掲載料の収入によるもの

であります。 

  以上で、歳入の説明を終わります。 

  引き続きまして、歳出について詳細説明

を申し上げますので、８ページ、９ページ

をお開きください。 

  まず、第１款議会費９万５，０００円の

増額は、２節職員手当等において期末手当

の年間支給月数を４．３月から４．４月に

０．１月分引き上げることによるものであ

ります。 

  次に、第２款総務費、１項１目一般管理

費は、全体で９２１万７，０００円の減額

であります。 

  ２節給料の主な減額理由は、職員の病気

休職により給与を支給しなかったことによ

ります。 

  ３節職員手当等及び４節共済費の減額は、

実績と見込みによるものであります。 

  １５節工事請負費の減額は、契約差金に

よるものであります。 

  １０ページをお開きください。 

  次に、第３款衛生費は、全体で６，７９５

万７，０００円の増額としております。 

  １目清掃総務費は６，２２９万７，０００

円の増額であり、１１節需用費の増額は光

熱水費の電気料金について、歳入でもご説

明したとおり、発電設備の故障が相当期間

予想されたことから、その間の施設で使用

する電力を全て購入することとしたことに

よるものであります。 

  １４節使用料及び賃借料の減額は、下水

道使用料の実績と見込みによるものであり

ます。 

  ２目塵芥処理費は２，３２１万９，０００

円の増額であり、１１節需用費については

発電設備の故障に対応するため、修繕料を

増額したことによります。 

  １３節委託料の増額は、ごみを焼却した

際に焼却炉の下から排出される不燃物を資

源化しておりますが、当初見込みより増加

しているため、４１４トン分の処理費を増

額するものであります。 
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  ４目リサイクル促進費３００万円の増額

は、１１節需用費の修繕料の件数が多いこ

とから増額するものであります。 

  ６目長寿命化対策費２，０５５万９，０００

円の減額は、契約差金であります。 

  次に、第５款諸支出金１０３万３，０００

円の増額は、施設整備基金積立金の貯金等

の利子の増額分であります。 

  以上で、「平成３０年度蕨戸田衛生セン

ター組合会計補正予算（第１号）」の詳細

説明を終わります。 

  続きまして、別冊になりますが、議案第

５号「平成３１年度蕨戸田衛生センター組

合会計予算」の詳細説明を申し上げます。 

  予算書の１ページをお開きください。 

  まず、第１条の歳入歳出予算について説

明いたします。 

  平成３１年度の歳入歳出予算の総額を

２９億２，３７０万６，０００円とするも

ので、前年度比１０億１，５３１万８，０００

円、率にして５３．２％の増額であります。 

  それでは、歳入より詳細説明を申し上げ

ますので、７ページをお開きください。 

  まず、第１款分担金及び負担金、１項分

担金、１目組合分担金は、組合規約及び施

設整備基金条例の規定により積算された金

額であり、１４億５，３２０万１，０００

円であります。前年度比３，３５０万

３，０００円の増額となります。 

  蕨市が６億２，６０６万４，０００円、

分担率は４３．１％、前年度比１，０６６

万１，０００円の増額となります。また、

戸田市は８億２，７１３万７，０００円、

分担率は５６．９％、前年度比２，２８４

万２，０００円の増額となります。 

  内訳は、組合運営経費の１節組合分担金

は１４億１，３２０万１，０００円で、蕨

市が６億６０６万４，０００円、戸田市が

８億７１３万７，０００円であります。 

  ２節施設整備基金分担金は、両市２，０００

万円ずつの４，０００万円としております。 

  次に、第２款使用料及び手数料３億

４，３０９万円は、事業系ごみ及び浄化槽

汚泥の処分手数料であり、事業系ごみを前

年度比１６２．７トンの増と見込み、３０６

万５，０００円の増額としております。 

  次に、第３款国庫支出金４億１，３２７

万円は、基幹的設備改良工事に対する国か

らの交付金で、対象額の２分の１が交付さ

れる予定であります。 

  二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金３

億８，９１２万５，０００円は、ごみ焼却

施設分が２億９，２８７万５，０００円、

粗大ごみ処理施設分が９，６２５万円、ま

た循環型社会形成推進交付金は、し尿処理

施設分として２，４１４万５，０００円が

交付される予定であります。 

  次に、第４款財産収入は、施設整備基金

の運用収入５７万６，０００円を計上して

おります。 

  ８ページ、９ページをお開きください。 

  第５款繰越金は、前年度同額の６００万

円を計上しております。 

  次に、第６款諸収入、１項雑入は１億

３，７０６万９，０００円を計上しており、

前年度比８１９万２，０００円の増額とな

ります。 

  １目回収資源売払金１億１，９２２万

１，０００円は、各資源物の売り払い単価

が高値になると見込み、前年度比９６５万

５，０００円の増額としております。 

  ２目電力売払収入９００万１，０００円

は、ごみ焼却により発電した余剰電力の売

り払い収入であります。 

  ３目弁償金は、福島原子力発電所の事故

による放射能の影響により負担した費用に
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対する東京電力からの賠償金の受け入れ科

目であります。 

  ４目雑入８８３万７，０００円は、説明

欄のとおり駐車場等として貸している土地

使用料ほか３件であります。 

  次に、第７款組合債５億７，０５０万円

は、３施設の基幹的設備改良工事に対する

起債となり、ごみ焼却施設が４億３，８６０

万円、粗大ごみ処理施設が９，０７０万円、

し尿処理施設が４，１２０万円となってお

ります。 

  以上、歳入の説明となります。 

  引き続き、歳出についての詳細説明を申

し上げますので、１０ページ、１１ページ

をお開きください。 

  まず、第１款議会費１，５４６万６，０００

円は、組合議員２０名の報酬を始めとする

議会運営に要する経費であり、前年度比

１０万２，０００円の増額であります。こ

れは、３節職員手当等の期末手当の支給割

合を４．３月分から０．１月分引き上げ、

４．４月分としたことなどによるものであ

ります。 

  次に、第２款総務費は２億７，３１６万

円となり、前年度比２，４０４万４，０００

円、率で９．７％の増額となります。 

  １目一般管理費は２億７，２５５万

５，０００円を計上しております。 

  １節報酬は、正副管理者の報酬で前年度

と同額であります。 

  ２節給料は、前年度比１４８万４，０００

円の減額。これは再任用職員１名の任期満

了などによります。 

  ３節職員手当等は、退職手当２名分を予

算計上したことなどにより、前年度比

４，７４６万１，０００円の増額となって

おります。 

  ４節共済費は、給料と期末勤勉手当から

算出したものとなっております。 

  次に、５節災害補償費から１２ページの

１１節需用費までは、前年度とほぼ同額を

計上しております。 

  １２節役務費は、前年度比５２万円の増

額であります。これは、手数料においてＩ

ＳＯ１４００１の３年に１回の更新審査の

費用を計上したことなどによります。 

  次に、１３節委託料は１４件で、総務課

が所管する組合の管理運営上、必要な委託

であり、前年度比８４万３，０００円の増

額となっております。これは、新たに３件

を予算計上したことによります。 

  １件目は、説明欄２段目のストレスチェ

ック業務委託料です。これは、５０名以下

の職場では努力義務となっている職員のス

トレス度をチェックする業務を委託するも

のです。 

  ２件目は、１３ページの説明欄の下から

２段目の職員採用試験委託料です。これは、

定年退職者と再任用職員の任期満了による

職員補充のため、採用試験問題の採点等を

委託するものです。 

  ３件目は、説明欄一番下段の文書管理シ

ステム保守委託料です。これは現在、組合

で使用している文書管理システムは平成

１３年度に導入したものですが、メーカー

のサポートが終了したことなどから、新た

な文書管理システムを導入し、システムの

保守を委託するものであります。 

  １４節使用料及び賃借料は１１件で１６９

万１，０００円であり、前年度比５３万

３，０００円の増額となっております。こ

れは、新たに２件を予算計上したことによ

ります。 

  １件目は、説明欄下から２段目のセキュ

リティソフト使用料で、これまでは委託料

のパソコン等保守委託料に含まれていたも
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のを別に予算計上したものです。 

  ２件目は、一番下段の文書管理システム

借上料です。これは、新たなシステムを導

入するための費用となります。 

  １９節負担金、補助及び交付金は、各負

担金や業務に必要な資格の講習費用などを

計上しております。 

  １４ページ、１５ページをお開きくださ

い。 

  ２７節公課費は、自動車重量税と公害健

康被害補償制度の補償給付費用となる汚染

負荷量賦課金を計上しております。 

  ２目公平委員会費と次のページの２項監

査委員費は各委員会の経常経費として前年

度と同額を計上しております。 

  以上で、総務費の説明を終わります。 

  次に、第３款衛生費について詳細説明を

申し上げますので、１６ページ、１７ペー

ジをお開きください。 

  第３款衛生費は、全体では２５億６３８

万１，０００円で、前年度比１０億８，８４１

万４，０００円、率にして７６．８％の増

額であります。 

  １目清掃総務費は１億４，５０１万

１，０００円で、前年度比１８３万６，０００

円の減額であります。 

  １１節需用費は、各施設共通の消耗品購

入費及び施設全体の電気料金、工業用水な

どの経費で、光熱水費の電気料金などが減

額となったことから、前年度比３９５万円

の減額であります。 

  １２節役務費は、簡易専用水道検査など

４件の手数料。 

  １３節委託料は、分析委託料など各施設

共通の委託５件で、前年度とほぼ同額とな

っております。 

  説明欄の分析委託料は、環境管理に万全

を期すため関係法令等の規定に基づき、放

射線測定を含めた排ガスや焼却灰などの各

分析を委託するものであります。 

  その他の委託は、施設の清掃及び法令等

に基づき保守点検を行うものであります。 

  １４節使用料及び賃借料は、下水道使用

料及び業務に使用する車両の借上料などで、

前年度比１５７万４，０００円の減額であ

ります。これは、下水道使用量を実績に基

づき減量としたことによるものであります。 

  １５節工事請負費は２件となり、前年度

比４０６万８，０００円の増額であります。 

  まず、工場棟屋上補修工事は、ごみ処理

施設の建物の防水工事を施工するものであ

り、また工業用水流量計更新工事は法定点

検を受けるため、流量計の更新を行うもの

であります。 

  １８節備品購入費は、各施設で使用する

機械器具の購入費。 

  １９節負担金、補助及び交付金は、主に

山形県米沢市の最終処分場へ焼却灰を搬出

するにあたり、地元自治体の米沢市に環境

保全協力金として１トン当たり１，３００

円を負担するものであります。 

  次に、２目塵芥処理費は９億３，２２５

万５，０００円で、前年度比９３４万

６，０００円の減額となっております。 

  １１節需用費は消耗品費ほか３件で、前

年度比５，２７２万４，０００円の増額で

あります。これは、これまでは施設を運転

するための工業用薬品を原材料費として予

算計上しておりましたが、平成３１年度よ

り需用費の薬品費として予算計上したこと

によります。 

  消耗品費は、主に焼却炉用部品などの購

入費。燃料費は、定期補修後の焼却炉立ち

上げ用の灯油と業務に使用する特殊車両の

燃料の購入費です。また、修繕料は計画修

繕２件と緊急修繕に対応する費用となって
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おります。薬品費は、施設の運転と公害防

止に必要な工業用薬品の購入費用でありま

す。 

  次に、１３節委託料は施設運転管理等業

務委託料ほか１１件で、前年度比１，６２２

万６，０００円の増額となっております。

これは、消費税等の引き上げと焼却灰等資

源化委託料において処理する数量が増加し

たことによるものであります。 

  それでは、主なものを申し上げます。 

  施設運転管理等業務委託料は、ごみ焼却

施設の運転管理を委託するもので、粗大ご

み処理施設等運転管理業務委託料は粗大ご

み処理施設の運転などを委託するものであ

ります。 

  焼却灰等埋立処分委託料及び焼却灰等資

源化委託料は、焼却灰の最終処分のための

経費であり、埋立分が３，８００トン、資

源化分が２，３００トンの合計６，１００

トンであります。前年度比で、埋立分は

４００トンの減となり、金額で１，２１４

万２，０００円の減額。また、資源化分は

前年度比７００トンの増となり、金額で

２，３０９万７，０００円の増額としてお

ります。 

  なお、平成３１年度から、これまで埋立

処分をしていたばいじんをセメントで固め

た固化灰を４００トン、人工砂として資源

化を行います。 

  次に、説明欄の廃乾電池運搬処分委託料

から廃スプリングマットレス処分委託料ま

での５件は、それぞれの物の処分を委託す

るものです。 

  次の焼却炉室等清掃委託料は、施設内の

清掃。地下タンク貯蔵所保守点検委託料は、

消防法の規定に基づく灯油タンクの保守点

検を実施するものです。 

  次の動物等火葬業務委託料は新規のもの

となり、基幹的設備改良工事の施工に伴い

動物焼却炉を廃止するため、新たに動物等

の火葬業務を委託するものです。 

  １８ページ、１９ページをお開きくださ

い。 

  １５節工事請負費は前年度比３，０９４

万９，０００円の減額となり、説明欄のご

み焼却施設補修工事（前期）ほか１１件で

あり、毎年計画的に実施している定期補修

工事で各設備の機能維持のため、各機器の

消耗品の交換及び調整、点検整備等の工事

費であります。 

  なお、１０月に消費税等の引き上げがあ

ることから、年間を通して行う工事につい

ては前期と後期に分け施工することとして

おります。 

  次に、３目し尿処理費４，４０９万

５，０００円は、前年度比５０９万９，０００

円の減額としております。 

  １１節需用費は、し尿処理施設の維持・

管理に必要な消耗品費及び修繕料、薬品費。 

  １３節委託料は、施設を運転管理するた

めの委託３件となっております。 

  １５節工事請負費は、し尿処理施設の機

能維持を図るための補修工事費で、前年度

比５５０万円減の１，４２０万円を計上し

ております。 

  次に、４目リサイクル促進費１億８，８０８

万７，０００円は、前年度比５３９万

４，０００円の増額であります。 

  １１節需用費は、消耗品費、燃料費、修

繕料及び薬品費で、前年度比１０６万

３，０００円の増額。 

  １３節委託料は、施設の運転管理と資源

ごみのリサイクル費用などの委託４件とな

ります。 

  リサイクルプラザ運転管理業務委託料は、

容器包装リサイクル法の規定に基づき、資
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源物の選別、不適物の除去、圧縮梱包、計

量などの業務を委託するものです。 

  また、粗大ごみ再生業務委託料は、粗大

ごみとして搬入された家具類の再生業務を

委託するものであります。 

  ガラスびん再商品化業務委託料及び廃プ

ラスチック再商品化業務委託料は、それぞ

れリサイクルに掛かる費用となっておりま

す。 

  １５節工事請負費は２件で、前年度比

１９５万１，０００円の増額です。 

  リサイクルプラザ補修工事は、各設備の

機能維持のための補修工事です。 

  また、空調設備補修工事は設備に不具合

が生じており、また使用している冷媒が生

産中止となっていることから、設備の交換

を行うものであります。 

  ２０ページ、２１ページをお開きくださ

い。 

  ５目リサイクルフラワーセンター運営費

は５，８０２万１，０００円で、前年度比

１２５万２，０００円の増額となっており

ます。 

  １１節需用費は、花の育成に必要な資材

などの消耗品、温室の暖房用などの灯油の

購入費及び修繕料と薬品費です。 

  １３節委託料は、リサイクルフラワーセ

ンターの運営を委託するもので、前年度比

８７万４，０００円の増額です。これは、

障がい者の人件費の基準としている埼玉県

の最低賃金が８７１円から８９８円に改定

されたこと及び、消費税等の引き上げによ

るものであります。 

  運営体制は、社員・高齢者１０人、障が

い者２０人、支援員５人の計３５名です。 

  なお、花苗の年間生産数は１１万鉢を予

定しております。 

  １５節工事請負費は、生ごみから堆肥を

生産する堆肥化装置の点検補修工事及び、

花苗を育てる温室の補修工事費用です。 

  次に、６目長寿命化対策費１１億

３，８９１万２，０００円は、ごみ焼却

施設、粗大ごみ処理施設及び、し尿処理施

設の基幹的設備改良工事の平成３１年度分

の費用となります。 

  まず、１３節委託料は、１１月に３週間、

ごみ焼却炉を停止し、共通設備の工事を行

いますが、その間、ごみを処理することが

できないことから、近隣市の施設に処理を

委託するための費用となります。 

  処理を委託する市と委託数量は、さいた

ま市に８９５トン、川口市に５９８トン、

朝霞市に９０トン、和光市に９０トンの合

計１，６７３トンを予定しております。 

  １５節工事請負費は、それぞれの施設の

工事費用となります。 

  なお、ごみ焼却施設は４年間の継続事業、

粗大ごみ処理施設は平成３１年度の単年度

事業、し尿処理施設は２年間の継続事業で

行ってまいります。 

  １９節負担金、補助及び交付金は、基幹

的設備改良工事に伴い、省電力化を図るこ

とから売り払う電力が増加するため、電気

メーターなどを交換するための工事負担金

となります。 

  以上で、衛生費の説明を終わります。 

  次に、第４款公債費は平成２１年度と平

成２２年度に施工した施設整備事業２件分

です。元金と利子の総額は８，７６２万

２，０００円となり、１件の償還完了によ

り前年度比３，７１１万７，０００円の減

額となっております。 

  なお、平成３２年度で償還完了となりま

す。 

  次に、第５款諸支出金は施設整備基金

の積み立てであり、組合分担金からの
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４，０００万円と基金運用分の５７万

７，０００円を積み立てるものでありま

す。 

  第６款予備費については、前年度と同額

を計上しております。 

  続いて、第２条の継続費と第３条の地方

債について説明いたしますので、戻ります

が、４ページをお開きください。 

  こちらは、施設の延命化対策を行う基幹

的設備改良工事に関するものとなります。 

  継続費は、ごみ焼却施設が４年間の継続

事業、し尿処理施設が２年間の継続事業と

しており、それぞれの総額と年割額を計上

しております。 

  なお、粗大ごみ処理施設は平成３１年度

の単年度で工事を行います。 

  地方債については、それぞれの施設の工

事に対する平成３１年度分の起債の限度額

を計上しております。 

  以上で、「平成３１年度蕨戸田衛生セン

ター組合会計予算」の詳細説明を終わりま

す。 

○酒井郁郎議長 以上をもって提案理由の説

明を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○酒井郁郎議長 質疑通告受付のため、暫時

休憩いたします。 

 

午後 ２時５１分休憩 

午後 ２時５１分再開 

 

◎再開の宣告 

○酒井郁郎議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第２号から議案第５号に対す

る質疑 

○酒井郁郎議長 これより管理者提出議案に

対する質疑に入ります。 

  ただいまのところ質疑の通告はありませ

ん。 

  よって、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第２号から議案第５号の委員

会付託 

○酒井郁郎議長 これより委員会付託に入り

ます。 

  議案第２号から議案第５号については、

お手元に配付してあります委員会付託一覧

表のとおり、総務、業務、両常任委員会に

付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎散会の宣告 

○酒井郁郎議長 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

  次回の本会議は、２月２２日の午後１時

３０分となります。よろしくご参集をお願

いいたします。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

午後 ２時５２分散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



 

 

 

 

 

第 １ 日  ２ 月１８日（月） ○委 員 会 

第 ２ 日  ２ 月１９日（火） ○休  会 

第 ３ 日  ２ 月２０日（水） ○休  会 

第 ４ 日  ２ 月２１日（木） ○休  会 



 

 

 

 

 

平 成 ３ １ 年 第 １ 回 

 

 

 

 

蕨戸田衛生センタ ー組合議会（定例 会） 

 

 

 

 

２ 月 ２ ２ 日 （ 金 ） 
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平成３１年第１回蕨戸田衛生センター組合議会定例会 第５日 

 

平成３１年２月２２日（金） 

議事日程 

 １．開  議 

 ２．一般質問 

 ３．付託事件に対する委員長報告 

 ４．委員長報告に対する質疑 

  ⑴ 議案第２号 蕨戸田衛生センター組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す 

          る条例の一部を改正する条例 

  ⑵ 議案第３号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  ⑶ 議案第４号 平成３０年度蕨戸田衛生センター組合会計補正予算（第１号） 

  ⑷ 議案第５号 平成３１年度蕨戸田衛生センター組合会計予算 

 ５．討  論 

 ６．採  決 

 ７．閉会中の継続審査事項の委員会付託 

 ８．閉  会 
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平成３１年２月２２日（金） 

◇出席議員 （１９名） 

   １番 みやした奈 美 議員     ２番 大 石 圭 子 議員 

   ３番 前 川 やすえ 議員     ４番 小 林 利 規 議員 

   ５番 高 橋 悦 朗 議員     ６番 大 石 幸 一 議員 

   ８番 一 関 和 一 議員     ９番 池 上 智 康 議員 

  １０番 今 井 良 助 議員    １１番 竹 内 正 明 議員 

  １２番 斎 藤 直 子 議員    １３番 土 屋 英美子 議員 

  １４番 花 井 伸 子 議員    １５番 酒 井 郁 郎 議員 

  １６番 三 輪 なお子 議員    １７番 榎 本 守 明 議員 

  １８番 熊 木 照 明 議員    １９番 伊 東 秀 浩 議員 

  ２０番 高 橋 秀 樹 議員 

 

◇欠席議員 （１ 名） 

   ７番 山  紀 子 議員 

 

◇職務のため出席した者 

石塚 千明 書 記   

 

◇説明のため出席した者 

賴髙 英雄 管 理 者 伊藤 浩一 嘱 託 

菅原 文仁 副 管 理 者 奥田 好是 嘱 託 

須崎 充代 会計管理者 田谷 信行 嘱 託 

増山冨美男 事 務 局 長 榎戸  晃 嘱 託 

角田 慎一 次 長 相馬 一富 嘱 託 

木村 和正 総 務 課 長 小柴 正樹 嘱 託 

斎川 弘之 業 務 課 長 今井 教雄 嘱 託 

河野 淳夫 施 設 課 長 栗原  誠 嘱 託 

  清水  明 嘱 託 

  西口  学 嘱 託 
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  重松 浩之 嘱 託 

 



 

－26－ 

平成３１年第１回蕨戸田衛生センター組合議

会定例会会議録第２号 

 

平成３１年２月２２日（金曜日） 

午後 １時３４分開議 

 

◎開議の宣告 

○酒井郁郎議長 これより、本日の会議を開

きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議事日程の報告 

○酒井郁郎議長 本日の議事日程につきまし

ては、お手元にお配りしたとおりでありま

すので、ご了承願います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎一般質問 

○酒井郁郎議長 これより一般質問に入りま

す。 

  一般質問の通告がありませんので、一般

質問を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎付託事件に対する委員長報告 

○酒井郁郎議長 続いて、管理者提出議案を

一括議題といたします。 

  各常任委員長から審査の経過並びに結果

について報告を求めます。 

  総務常任委員会委員長 １１番 竹内正

明議員。 

〔１１番 竹内正明議員 登壇〕 

○１１番 竹内正明議員 それでは、ただい

まから総務常任委員長報告を行います。 

  去る２月１８日の本会議において、当委

員会に付託されました案件について、その

審査の経過概要と結果についてご報告申し

上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、条例

案２件、予算案２件の４件であります。 

  審査に当たりましては、説明を省略し、

直ちに質疑に入りました。 

  最初に、議案第２号「蕨戸田衛生センタ

ー組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例」につ

いて申し上げます。 

  委員より、正副管理者の期末手当に関す

る条例が出されていないことについて質疑

があり、事務局より、当組合の議員及び正

副管理者の報酬と期末手当については、戸

田競艇企業団と合わせてきている。今年度、

戸田競艇企業団では議員の期末手当の引き

上げる改正を行い、正副企業長については

改正を行わなかったことから、本組合とし

てもこれに合わせたものであるとの説明が

ありました。 

  また委員より、組合議員の報酬は全国的

にも高いと聞いており、正副管理者の期末

手当の改正が行われないこともあり、今回

の改正は必要がないとの意見がありました。 

  以上で質疑を打ち切り、委員１名が退席

の後、討論、採決に入り、討論はなく、採

決の結果、本案は原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

  次に、議案第３号「職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例」について申し

上げます。 

  本案は、質疑、討論はなく、採決の結果、

全員異議なく、原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

  次に、議案第４号「平成３０年度蕨戸田

衛生センター組合会計補正予算（第１

号）」中、当委員会所管事項について申し

上げます。 

  質疑は款ごとに行い、まず歳入の部につ

いて質疑に入り、第１款分担金及び負担金

について、委員より、蕨市議会において組

合分担金の見直しについて議論があったが、

組合としての対応について質疑があり、事
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務局より、組合分担金については蕨市及び

戸田市の両市が協議し定めた組合規約に定

められており、組合としては、この組合規

約に定められたとおりに行っているとの説

明がありました。 

  また委員より、戸田市の人口が急激にふ

え、搬出量もふえている状況があり、組合

規約の見直しの協議について質疑があり、

管理者より、組合規約を見直す場合、それ

ぞれの市議会での議決となる。また、現在

の組合分担金は総務費は５対５、衛生費は

人口割ということは一定の合理的なものが

あり、それに一定の率をプラス、マイナス

しているのは、組合の立地が戸田市にある

ことも配慮しての歴史的な経過によるもの

であることから、現時点では協議する段階

には至ってないと考えているとの説明があ

りました。 

  さらに委員より、見直すべき点は見直す

ことも必要なので、今後、協議の場を設け

ることが必要との意見がありました。 

  次に、第３款国庫支出金について、委員

より、循環型社会形成推進地域計画の内容、

目標、また計画の変更について質疑があり、

事務局より、地域計画は大規模な施設整備

を行うに当たり、国からの交付金を活用す

るために必要な計画となっており、対象地

域を蕨市及び戸田市とし、計画期間を平成

２９年度から平成３４年度の６年としてい

る。計画の方針として、市民、事業者、行

政の三者が協働し、廃棄物の排出を抑制す

ることとし、目的として環境に負荷を与え

ない、地域社会づくり推進するため各施策

を定め、また安定した処理を行うため施設

の整備を行うこととしている。地域計画の

変更については、これまで２回行っており、

１回目は工事期間中のごみの処理の関係で、

工事の工程の変更、２回目は粗大ごみ処理

施設が交付金の対象となったことから、単

独の整備事業としたことと、消費税の引上

げによる整備工事費の見直しを行ったもの

であるとの説明がありました。 

  また委員より、計画での目標設定につい

て質疑があり、事務局より、地域計画に設

定した目標は、平成２５年度に策定したご

み処理基本計画の数値となっており、特に

変更はしていないとの説明がありました。 

  さらに委員より、国庫支出金の減額につ

いて質疑があり、事務局より、今回の交付

金の対象となったのは、生活環境影響調査、

基本設計及び発注仕様書策定業務に対する

委託費用に対するもので、入札の結果、減

額となったものであるとの説明がありまし

た。 

  次に、第６款諸収入について、委員より、

回収資源売払いに関連し、スプレー缶が原

因で事故があったとのことだが、再発防止

のための分別が必要なのかとの質疑があり、

事務局より、スプレー缶は本来、リサイク

ルプラザに搬入され資源となるもので、粗

大ごみ処理施設に搬入されるものではない

との説明がありました。 

  他の委員より、発電設備の故障により電

力売払いが減額となっているが、故障の原

因と修理の期間、また損害の金額について

質疑があり、事務局より、故障の原因は一

定の電圧まで下げる変圧器が焼損したもの

で、原因の詳細については究明中である。

修理については２月１日に完了し、復旧し

ている。損害の金額は、電気料金が１カ月

半の停止で３，０００万円、修理などの費

用に７００万円、合わせて３，７００万円

となるとの説明がありました。 

  また委員より、発電設備の点検の状況と

新たに開始した羽毛布団の資源化について

質疑があり、事務局より、今回焼損した変
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圧器は、施設の建設当時から使用している

ものだが、２０年から３０年使用できるも

のであることを確認しており、点検につい

ては毎年行っている。また、羽毛布団の資

源化は昨年の１０月からことし１月までの

実績で４０５枚回収し、金額では６万

３，００６円となっている。なお、１枚当

たりの単価は、厚いものが１９４円４０銭、

薄いものが２１円６０銭である。リサイク

ルの方法は、布団ごと丸洗いと消毒を行い、

中の羽毛だけを取り出し、リサイクルを行

っている。組合では、実際に適正に処理し、

リサイクルされていることを確認している

との説明がありました。 

  以上で歳入の部の質疑を打ち切り、続い

て歳出の部については質疑はなく、討論、

採決に入り、討論はなく、採決の結果、議

案第４号中、当委員会所管事項について全

員異議なく、本案は原案どおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

  次に、議案第５号「平成３１年度蕨戸田

衛生センター組合会計予算」中、当委員会

所管事項について申し上げます。 

  まず、第１条の歳入歳出予算の審議に入

りました。 

  質疑は款ごとに行い、歳入の部について

は特に質疑はなく、歳出の部について質疑

に入り、第２款総務費について、委員より、

再任用職員と定年退職する職員の状況と職

員の平均年齢について質疑があり、事務局

より、再任用職員については今年度は２名

であるが、うち１名が任期満了となり、来

年度は１名となる。定年退職職員は来年度、

２名が該当する。また、職員の平均年齢は

平成３１年１月１日現在で４４歳と１カ月

となるとの説明がありました。 

  以上で歳出の部の質疑を打ち切り、第２

条の継続費と第３条の地方債については質

疑はなく、討論、採決に入り、討論はなく、

採決の結果、議案第５号中、当委員会所管

事項について全員異議なく、本案は原案ど

おり可決すべきものと決定いたしました。 

  以上をもちまして、総務常任委員会に付

託を受けました案件についてのご報告を終

わります。 

○酒井郁郎議長 続きまして、業務常任委員

会委員長 １０番 今井良助議員。 

〔１０番 今井良助議員 登壇〕 

○１０番 今井良助議員 こんにちは。 

  ただいまから業務常任委員会委員長報告

を行います。 

  去る２月１８日の本会議において、当委

員会に付託されました案件について、その

審査の経過概要と結果について、ご報告申

し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、予算

案２件であります。 

  審査に当たりましては、説明を省略し、

直ちに質疑に入りました。 

  最初に、議案第４号「平成３０年度蕨戸

田衛生センター組合会計補正予算（第１

号）」中、当委員会所管事項について申し

上げます。 

  質疑は目ごとに行い、第１目清掃総務費

について、委員より、発電機の故障の概要

と発電機の新設の必要性について質疑があ

り、事務局より、発電機の故障は昨年１２

月１５日に停電が発生し、２月１日に復旧

している。故障の原因は、遮断機盤の変圧

器が焼損したことによるものであり、部品

の調達が困難であったが、手配を早めても

らい、当初の予定よりも早く復旧すること

ができた。また、修繕にあわせ周辺機器へ

の影響も調査したが、破損等は見当たらな

いため、今後は順調に発電できると見込ん

でいるとの説明がありました。 
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  また委員より、部品の調達が困難である

ということは、この発電機はかなり古いも

のと考えるが、いつ設置されたものなのか、

また行く行くは発電機自体の取り換えが必

要になるのかとの質疑があり、事務局より、

この発電機は施設建設当初からのものであ

り、ことしで２６年目になる。当時の部品

はもうないため、順次、部品更新していき

たいとの説明がありました。 

  さらに委員より、今後も部品の更新で対

処していく考えなのかとの質疑があり、事

務局より、部品を調達しながら順次、更新

していきたいとの説明がありました。 

  さらに委員より、発電機の故障により電

力の購入費が上がるわけなので、普段の点

検を一層しっかり実施することと、部品の

更新等も滞りなくやっていただきたいとの

要望がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、全員異議なく、

本案は原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。 

  次に、議案第５号「平成３１年度蕨戸田

衛生センター組合会計予算」の業務常任委

員会所管事項について申し上げます。 

  質疑は目ごとに行い、まず第２目塵芥処

理費について、委員より、動物等火葬業務

委託について質疑があり、事務局より、動

物等火葬業務委託は平成３１年度からの新

規事業であり、現在、ペットや小動物の死

骸の焼却処分は、現有施設の動物焼却炉で

実施しているが、平成３１年度から始まる

延命化対策工事により、排ガス処理設備の

仕様が変更となり、１０月１日以降は使用

できなくなるため、外部に委託するもので

ある。処分業者については、さいたま市と

川口市の業者の現地確認を実施し、市民が

安心して火葬の依頼をできるものであると

確認しているとの説明がありました。 

  また委員より、年間どのくらい動物の焼

却処分を実施しているのかとの質疑があり、

事務局より、動物の焼却処分については平

成２９年度の実績で、ペットについては蕨

市が６６頭、戸田市が９１頭であり、その

他を合わせると７３３頭になるとの説明が

ありました。 

  他の委員より、廃スプリングマットレス

処分委託の状況について質疑があり、事務

局より、廃スプリングマットレス処分委託

は、平成２８年度から開始しているが、本年

度は運搬費込みで１枚当たり税込２，１６０

円で契約している。委託数量については、

平成３１年１月末現在で１，４２６枚であ

り、前年度と比較するとほぼ変わらない状

況である。平成３１年度当初予算において

は、前年度に比べ１枚当たり税抜き５００

円を増額しているが、これは近年、ポケッ

トコイル式というものが流通してきており、

解体に手間と労力がかかるため、増額とな

っているとの説明がありました。 

  他の委員より、焼却灰等埋立処分委託に

ついて、平成３１年度においては埋立処分

量が４００トン減少し、その分、焼却灰等

資源化委託の資源化量が増加しているが、

今後の見通しも含めて資源化について質疑

があり、事務局より、埋立処分については

米沢市分、草津町分、合わせて４００トン

減少し、その分資源化分が増えている。こ

れについては、将来的な埋立処分場の受け

入れ可能年数が年々減少していく中で、資

源化への方向に進めていく考えであるとの

説明がありました。 

  他の委員より、歳入とも関連するが、塵

芥処理費の委託料は４億９，０００万円ほ

どかかっているが、一方、回収資源売払金

は１億１，９００万円ほど収入がある。今
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後、売払いの金額は上がる方向にあるのか

との質疑があり、事務局より、売払いの金

額の今後の見通しについては、市況が関連

するため具体的には説明できないが、原油

の高騰や中国を筆頭とする廃プラスチック

の輸入禁止などの要因等があるため、市況

を注視していかなければならないと考えて

いるとの説明がありました。 

  次に、第５目リサイクルフラワーセンタ

ー運営費について、委員より、リサイクル

フラワーセンターで生産された花苗は販売

されているのかとの質疑があり、事務局よ

り、現在は両市等のイベントで無償で提供

しており、販売は実施していないとの説明

がありました。 

  次に、第６目長寿命化対策費について、

委員より、１１月に延命化対策工事のため

焼却炉を停止し、その間、さいたま市、川

口市、朝霞市、和光市にごみ処理を委託す

るということだが、市民などにごみを減ら

すための呼びかけなどの実施について質疑

があり、事務局より、延命化対策工事のた

め１１月１１日から２９日までの間、ごみ

処理を外部に委託する予定となっているが、

両市で委託している収集運搬業者について

は事前説明会を行う予定である。また、市

民の方にはホームページなどで啓発してい

く予定であるとの説明がありました。 

  他の委員より、この延命化対策工事は、

各施設実施するが、ごみの処理委託に関し

ては、ごみ焼却施設によるものだけなのか

との質疑があり、事務局より、ごみ焼却施

設によるものだけであり、４カ年を予定し

ているとの説明がありました。 

  他の委員より、ごみの処理委託の受け入

れ市との協定等の状況について質疑があり、

事務局より、これまで受け入れ市と協議を

重ねた結果、生活系ごみについて、さいた

ま市が水曜日から金曜日の３日間、１日当

たり１００トン、川口市が月曜日と火曜日

の２日間、１日当たり１００トン、朝霞市

が月曜日、和光市が火曜日、それぞれ１日

当たり３０トンの搬入予定であるとの説明

がありました。 

  また委員より、この協定はすんなり決ま

ったのかとの質疑があり、事務局より、川

口市については当組合でごみを受け入れた

経緯があり、また、さいたま市については

平成２０年の延命化対策工事のときにごみ

を搬入した経緯があるとの説明がありまし

た。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、全員異議なく、

本案は原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。 

  以上をもちまして、業務常任委員会に付

託を受けました案件についてのご報告を終

わります。 

○酒井郁郎議長 以上をもって、各委員長の

報告は終わりました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○酒井郁郎議長 委員長報告に対する質疑通

告受け付けのため、暫時休憩いたします。 

 

午後 １時５８分休憩 

午後 １時５８分再開 

 

◎再開の宣告 

○酒井郁郎議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎委員長報告に対する質疑 

○酒井郁郎議長 これより各委員長報告に対

する質疑に入ります。 

  ただいまのところ、質疑の通告はありま
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せん。 

  よって、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○酒井郁郎議長 討論通告受け付けのため、

暫時休憩いたします。 

 

午後 １時５９分休憩 

午後 １時５９分再開 

 

◎再開の宣告 

○酒井郁郎議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎討論、採決 

○議案第２号から議案第５号の採

決－可決 

○酒井郁郎議長 これより討論、採決に入り

ます。 

  議案第２号「蕨戸田衛生センター組合議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例」について、討

論の通告がありませんので、討論を終結い

たします。 

〔１３番 土屋英美子議員、１４番 

花井伸子議員 退席〕 

○酒井郁郎議長 これより採決に入ります。 

  本案に関する各委員長の報告は、原案可

決であります。 

  本案を、委員長の報告のとおり決定する

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり原

案を可決することに決定いたしました。 

〔１３番 土屋英美子議員、１４番 

花井伸子議員 出席〕 

○酒井郁郎議長 次に、議案第３号「職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例」

について、討論の通告がありませんので、

討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案に関する委員長の報告は、原案可決

であります。 

  本案を、委員長の報告のとおり決定する

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり原

案を可決することに決定いたしました。 

  次に、議案第４号「平成３０年度蕨戸田

衛生センター組合会計補正予算（第１

号）」及び、議案第５号「平成３１年度蕨

戸田衛生センター組合会計予算」について、

討論の通告がありませんので、討論を終結

いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案２件に関する各委員長の報告は、原

案可決であります。 

  本案２件を、各委員長の報告のとおり決

定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案２件は各委員長の報告のと

おり原案を可決することに決定いたしまし

た。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎閉会中の継続審査事項の委員会付

託 

○酒井郁郎議長 次に、議会運営委員会委員

長から会議規則第１０４条の規定により、

お手元に配付の閉会中継続審査事項表のと

おり、閉会中の継続審査の申し出がありま

す。 

  お諮りいたします。 
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  本件は申し出のとおり、閉会中の継続審

査に付することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本件は申し出のとおり閉会中の

継続審査に付することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎閉会の宣告 

○酒井郁郎議長 以上をもちまして、本定例

会の日程は全部終了いたしました。 

  これをもって、平成３１年第１回蕨戸田

衛生センター組合議会定例会を閉会いたし

ます。 

  お疲れさまでした。 

午後 ２時０２分閉会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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